
 
意見書案第６号 

 

新型コロナウイルス感染症を「５類感染症」に位置付けた後も、 

患者や医療機関等への支援を継続するよう求める意見書 

 

政府は、今年の５月８日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位

置付けを、季節性インフルエンザと同じ「５類」へ移行する方針を決めた。こ

れに伴い、幅広い医療機関で新型コロナウイルス感染症の診療に対応できる体

制や入院調整を医療機関の間で実施する体制への移行が段階的に進められて

いく。一方、医療費の自己負担部分に対する公費支援の段階的な見直しのほか、

医療機関に対する診療報酬上の特例措置や病床確保料の取り扱い、高齢者施設

等への検査・医療支援等の段階的見直しについても、今後検討がなされること

となっている。 

しかし、治療薬の有効性が十分に確立していない現状を鑑みれば、感染症対

策は今後も必須であり、国民の自発的な感染予防を促進し、適切な医療・介護

を提供するため、患者の受け入れやコロナ対策にかかった経費への財政支援は

継続すべきである。 

よって、国会及び政府においては、新型コロナウイルス感染症を「５類感染

症」に位置付けた後も、患者や医療機関並びに高齢者施設への支援を継続する

よう強く要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 
令和５年（２０２３年）３月１０日 
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